
 

 

 

 

 

第 ７ 章  健康に暮らすために 

 

 

 



母子保健事業

成人保健事業

予防接種事業

母子健康手帳の交付
低所得妊婦の妊娠判定受診費用助成
妊産婦健康診査、妊婦歯科健康診査
新生児等聴覚検査費用助成
産後ケア事業
訪問指導
健康相談
健康教育
乳幼児健康診査
フッ素塗布事業
母子保健推進員活動の支援

健康づくり事業

健康増進事業

健康教育
糖尿病予防教室
健康相談
心の健康相談
健康増進法に基づく健康診査
歯周病検診
肝炎ウイルス検診
訪問指導
骨髄バンクドナー助成事業

がん検診事業 がん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮・前立腺）
がん患者アピアランスケア助成事業

健康たかおかスマイルプランの推進
保健対策推進事業
栄養改善事業（食生活改善推進員の養成・活
動の支援）
地域ぐるみで取り組む健康づくり事業
ヘルスボランティアの養成・活動の支援

予防接種事業（急性灰白髄炎、日本脳炎、
五種・四種・三種・二種混合、麻しん・風しん、
BCG、Hib、小児用肺炎球菌、水痘、
B型肝炎、ロタウイルス、HPV（子宮頸がん）、
高齢者インフルエンザ、高齢者用肺炎球菌、
新型コロナウイルス感染症、帯状疱疹）

健
　
康
　
増
　
進
　
施
　
策
　
の
　
体
　
系

救急医療　

感染症予防の啓発・普及
災害時の健康危機管理、防疫

急患医療センター管理運営
在宅当番医制運営
病院群輪番制病院運営
高岡地区救急医療対策協議会の活動支援

国民健康保険の
保健事業

特定保健指導（動機づけ支援、積極的支援）
糖尿病性腎症重症化予防事業

健康危機管理
・防疫
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　平成21年度から妊婦に対し、健康診査費を14回分助成しています。
　平成23年1月から、HTLV-1（ヒトＴ細胞白血病ウイルスⅠ型）抗体検査、4月からクラミジア検査を追加して実施しています。


　

5

　平成30年10月から、全ての産婦に対し産後のメンタルチェックも含めた産婦健康診査
（２週間健診、１か月健診の２回）を実施しています。

年度 受診者数

R4

R5 3

　母性及び乳幼児の健康の保持増進を図るため、母子保健法等に基づき、次の各母子保健事業を実施しています。

　(3)産婦健康診査

１か月健診 978

821２週間健診

（単位：人)

健診区分

受診状況

R5

379

年　度 受診者数

２週間健診

　妊娠届出を行った妊婦に妊婦歯科健診受診票を交付し、妊娠26週６日までの間に、歯
科健康診査を実施し、必要な保健指導を行っています。

739 342

区　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　容

母子健康手帳の交付

937

妊産婦健康診査

　(2)妊婦精密健康診査

（母子保健法第16条) と適切な医療の確保に役立ててもらうために交付しています。

（単位：人、冊)

交付冊数

受診状況

年度

受診状況

R5 913

　妊婦一般健康診査の結果、精密健康診査が必要と認められた妊婦に対し実施していま
す。

（単位：人)

10,890

受 診 者 数 （延数)

（母子保健法第13条)

　妊娠中および産後の異常を早期に発見し､母体や胎児の健康を確保するため、妊産婦に

（単位：件、人)

891

　平成21年４月から妊婦に対し健康診査費を14回分助成しています。

（子ども・子育て支援法
第59条）

　(1)妊婦一般健康診査

交付者数

　母子健康手帳は､母子の健康診査や保健指導の状況等必要な事項を記録し､健康管理

875

健康診査を行っています。

妊娠届出者数

R4

年度

１か月健診

835

R5

951

854

965

865

妊婦歯科健康診査

R4 11,7101,003

R4
921

（母子保健法第13条)

R4

年度

R5

（単位：件、人)

受　診　者　数発行件数

受診状況

1．母子保健事業

発行数(実数)
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※自己負担金　非課税世帯・生活保護世帯は無料

7（13）

116

7

11

再掲

116

243

522

138

11(29）

18(57）
③訪問ケア
　自己負担金1,000円

876

12

　保健師等が家庭訪問を実施し、保健指導や適切なサービスへ繋いでいます。乳児家庭
全戸訪問事業では、保健師等が生後３か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問して
います。

975

計

152

157

(母子保健法第10、
11、17、19条、）
（児童福祉法第６、
21条）
（社会福祉法第２条）
（子ども・子育て支援
法第59条）

健康相談・健康教育

訪問指導

3歳未満児及び
未就園児

3歳以上の在園児

発達相談、遊びや関
わり方の指導

R4

R5

（母子保健法第9、10条）

妊産婦

R4

乳　　　　 　児

352243

幼児保健相談

37

110

825

未　　熟　　児

517

580 700 841

456 478

1,234産　　 　　　婦 1,151

乳児家庭全戸訪問事
業（家庭数）

2,955

幼　　　 　　児 492

R5

166 173

2,767 3,243

年度 回数

R4 347
乳幼児

87

487

124

3,219

976

415

延人数

　心身共に不安定になりやすい産婦の疲労回復促進やメンタルヘルスの向上を図るた
め、心身のケアや育児技術指導等を実施しています。産婦や乳児の状況に合わせて各
ケアを組み合わせて利用できます。

実人数

利用者実人数（人）
（延利用泊数（泊）

または延利用回数（回））内容 対象者

13（25）
①ショートステイ
　自己負担金6,000円(１泊)

②デイケア
　自己負担金3,000円

産後４か月未満の産婦・乳児
で、体調不良や育児不安が
あり、家族等から援助が受け
られない者

R4年度 R5年度

20(63）

実人数

産後ケア事業

R5年度

延人数

内　　　　　　　　　　　　　容

（母子保健法第10条）

区　　　　分

産後1年未満の産婦・乳児
で、体調不良や育児不安が
あり、家族等から援助が受け
られない者

20(65）

702

946

参加者数

対象者の種別
R4年度

1,007

6552

R4

妊　　　　 　婦 46

内容

1,138

対象

1,020

R5 243

244

新　　生　　児

644

7

　妊娠、出産又は育児に関して個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行っている
他、妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進のため、各種健康教室を実施しています。

（単位：回、人）

総合健康相談

R5

育児や健康につい
ての相談

巡回健康
相談・教室

保育園や地区公民
館、子育て支援セン
ター等の依頼により
実施

R4

586

R5 670

89

乳幼児、保護者
等

35

11

R4

R5 12

身体計測・離乳食の
すすめ方、集団指
導、育児相談等

はじめての
離乳食教室

生後５～６か月の
乳児とその保護者
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　　　受診状況

　

　

（単位：人)

受診状況

24

〇対象者

R5

回数

R5

　（2）乳児精密健康診査

　(3)３か月児健康診査

885

対象者数 受診者数

〇助成額 聴覚検査に要する費用（上限5,000円）

R4

発行数（実数）

13条）

（母子保健法第12、

年度

聴覚検査費用助成

28

１回目

868

乳幼児健康診査

　生後３～４か月児に対し、発育､発達､疾病状態などの健康診査及び、必要な保健指導
を行っています。

　令和４年４月から、新生児等の聴覚異常を早期に発見し、適切な療育を円滑に実施
するため、聴覚検査に要する費用を助成しています。

929

事業実施要綱）

受診状況

812

年度

R4

受診状況

年度

新生児等聴覚検査

（高岡市新生児等

　異常の早期発見及び生活指導等による健康管理の向上を図ることを目的に、医療機関
に委託して乳児期に２回の健康診査を行っています。

２回目

受　診　者　数

98.4R5

（単位：回、人、％）

9051,000

28

（単位：件、人)

R4 1,019

19

99.2

受診率

871

　乳児一般健康診査および３か月児健康診査の結果、精密健康診査が必要と認められ
た乳児に対し実施しています。

1,011

878

受診者数

　(1)乳児一般健康診査

高岡市に住民票があり、出生日から６か月未満の者。

　支給状況

年度

R4

R5

支給者数（人）

（単位：人)

820

814
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　保健指導を行っています。

　〇　受診状況

　

　ると認められた者に対して医療機関にて精密健康診査を行っています。

　

　

　

18

　〇　精密健康診査受診状況

（単位：件、人）

　３歳６か月児に対し、身体発育、精神発達等の健康診査を行っています。併せて、必要
な保健指導を行っています。

92

1,024

960

受診者延数

　(4)１歳６か月児健康診査

　１歳６か月児に対し、運動発達、精神発達等の健康診査を行っています。併せて、必要
な保健指導を行っています。

79

56

108

853

623

乳幼児健康診査

13条）

　健診の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要が
あると認められた者に対して医療機関にて精密健康診査を行っています。

603

23

フッ素塗布者数

98.7

フッ素塗布事業

R5

受診者数

98.0

　（5）３歳児健康診査

（単位：回、人)

R4

R5 30 985 971

年度 回数 対象者数 受診者数 受診率

　〇　受診状況

76

受診率

区　　　　分

（母子保健法第９、12条)

（母子保健法第12、

1,038

受診者数

21

26

発行件数

回数

年度

回数年度

30

29R4

12 100

3歳6か月児　 971

R4

　　2歳６か月児　　100　　

R5

R5

3歳6か月児　 999

R4

3歳児　　　　　　56むし歯予防
フッ素塗布教室

30

3歳児　　　　　　76

2歳６か月児　　79

R5

１歳６か月児
健康診査

2歳児　　　　　　92

978

（単位：回、人、％）

1,024

960

23

R4

年度

98.2

　むし歯予防のため、歯科健康診査およびフッ素塗布を１歳６か月から３歳６か月までの
期間に、５回実施しています。

事業名

受診者数

（単位：回、人、％）

対象者数

内　　　　　　　　　　　　　容

98.6

R4 30 9991,019

R4 147 120

　〇　精密健康診査受診状況

　
年度

　健診の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要が
あると認められた者に対して医療機関にて精密健康診査を行っています。

（単位：件、人）

発行件数

29

R5 137 113

830

３歳児健康診査
30

30

R5

2歳児　　　　　　108
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２．予防接種事業

　地域における母子保健の一層の向上を図るため、市長が母子保健推進員95名を委嘱
し、乳幼児家庭の子育てを応援する活動を推進しています。

　 乳児の母親等が気軽に身近な地域で集う場を設け、育児不安の軽減を図り、親子のふ
れあいや乳幼児の事故予防と応急手当についての普及啓発を行い、 育児支援をしてい
ます。

885

内　　　　　　　　　　　　　容

予防接種法に基づき、感染症から小児や高齢者等を守り、流行を防ぐため実施しています。

　予防接種には、予防接種法に基づく定期予防接種（A類疾病、B類疾病）と臨時予防接種
及び予防接種法の対象となっていない任意接種があります。

　集団予防及び重篤な疾患の予防に重点を置き、接種を受けるよう努力義
務が課されています。

　個人の発病またはその重症化に重点を置き、本人が接種を希望する場合
に実施するもので接種を受ける努力義務は課されていません。

母子保健推進員活動
の支援

区　　　　分

参加数

61

定期予防接種

区　　　　分

（予防接種法第２条､５
条)

年度

59

R5

（単位：人）

 　行政の母子保健サービスをはじめとする子育てに役立つ情報（健康診査・予防接種・
むし歯予防・健康的な生活習慣づくり等）提供や、各種制度等の周知啓発を行っていま
す。

（単位：回、組）

　(2)参加型・地域サポート型「赤ちゃんにこにこ教室」

実施回数

訪問件数

内　　　　　　　　　　　　　容

　(1)パートナー型「７か月児訪問連絡活動」

R5

R4

492

1,418 879

R5 964

369

A
類
疾
病
B
類
疾
病

年度

1,013

R4

860

あんしん出産・子育て
応援事業
（高岡市あんしん出
産・子育て応援金交付
要綱）

　妊娠期から出産・子育てまで保健師等が伴走型相談支援を行っています。妊娠届出時、妊
娠８か月頃、出産後の乳児家庭全戸訪問時において、保健師等が相談に応じ、妊娠や出
産、子育てに関する不安や悩みに寄り添い、必要なサービスを紹介しています。
　また、妊娠届出時に出産応援金（５万円）を、新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問時
に面談を受けていただき、アンケートに回答された方に子育て応援金（５万円）を支給してい
ます。

年度 出産応援金支給者数（人） 子育て応援金支給者数（人）

R4
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R5年度

※3  子宮頸がん予防（HPV)ワクチンは平成25年６月14日、副反応のため積極的勧奨の差し控え（勧告）と
　　　なるが、令和３年11月26日付の国の通知にて積極的勧奨が再開となる。
　 　 積極的勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった平成９年４月２日～平成19年４月１日生まれ
　　　の女性に対して令和４年度～令和６年度までキャッチアップ接種を実施する。

65歳の者
障害を有する者（60歳
～65歳未満）

1,469

高齢者インフルエンザ

区　　　　分

高齢者肺炎球菌　※4

33,232

※4　平成31年4月から経過措置の延長(令和5年度まで)
         特例対象者　該当年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる未接種者

4,322

1,809

(単位：人）

1,627

955

※1　令和元年度～令和６年度まで

※2　経過措置対象者（平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれで20歳未満の者,平成19年４月２日～
　　　平成21年10月１日生まれで９歳以上13歳未満の者）を含む。

昭和37年４月２日～昭
和54年４月１日生の男
性のうち抗体がない者

小学６年生～高校１年
生相当の女性及び平
成9年４月２日～平成19
年４月１日生の女性

HPV(子宮頸がん予防）　※3

麻しん
・風しん

水痘

1,785

生後２か月～60か月に
至るまでの間

3,959

1,918

1,092 1,159

27

内　　　　　　　　　　　　　容

生後12か月～24か月
に至るまでの間

R4年度
区　　　　分

1期

(2)B類疾病接種状況

R4年度

接種者数

接種者数（延数）

3,883

1,045

対象者

991

965

二種混合（ＤＴ)
（ジフテリア・破傷風）

生後２か月～60か月に
至るまでの間

定期予防接種

区　　　　分

（予防接種法第２条､５
条)

2期

215

対象者

65歳以上の者
障害を有する者（60歳
～65歳未満）

日本脳炎　※2
１期：生後6か月～90か
月に至るまでの間
２期：９歳～13歳未満

5,086

ＢＣＧ  　　

年長児に相当する者

　　　5期　※1

1,019

34,486

1,866
生後12か月～36か月
に至るまでの間

11歳～13歳未満

１歳に至るまでの間

小児用肺炎球菌

3,964

2,609

3,532

3,535

(単位：人）

１歳に至るまでの間 2,988

ロタテック（５価）：出生６
週０日後～32週０日後
までの間
ロタリックス（１価）：出生
６週０日後～24週０日
後までの間

ロタウイルス

Hib

四種混合（ＤＰＴ-ＩＰＶ）
（百日せき・ジフテリア・破傷
風・ポリオ）

生後３か月～90か月に
至るまでの間

(1)A類疾病接種状況

3,874

921

R5年度

2,127

B型肝炎

2,511
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(単位：回）

3,842

142,048

4,015

※　令和５年秋接種は令和５年９月20日から令和６年３月24日までに接種した件数

※　１～７回目接種は令和６年３月31日までに接種した件数の累計

R5年度

接種者数
対象者

1,713

内　　　　　　　　　　　　　容

(単位：人）

5回目接種

2,910

194

1,774

3,080

85,010

55,494

小学生

区　　　　分

妊婦 188

子ども・妊婦インフルエンザ

R4年度

中学生

区　　　　分

1回目

142,695

任意予防接種への
助成

臨時予防接種

（予防接種法　第６条）

2回目

121,711

区　　分

4回目接種

1回目接種

2回目接種

3回目接種

接種件数接種回数

※　令和５年春接種は令和５年５月８日から令和５年９月17日までに接種した件数

うち、令和５年春接種 35,116

うち、令和５年秋接種 37,531

新型コロナウイルス

6回目接種 37,900

7回目接種 25,681
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※ヘルスリテラシー：健康や医療に関する必要な情報を入手し、理解して活用できる能力のことをいいます。

３．成人保健事業

健康たかおかスマイルプランの推進

　住み慣れた地域で、健康で、安心して、生活を送ることは、すべての人々の願いであり、この願いを実現するために、
本市では、平成15年に「高岡いきいき健康プラン21」を、平成25年に「健康たかおか輝きプラン」を、平成30年に「健康た
かおか輝きプラン(第２次)」を策定し、市民の「健康寿命の延伸」と「生活の質の向上」を基本目標に健康づくりの総合的
な取り組みを推進してきました。
　食生活の悪化や肥満の人の割合の増加、喫煙者の割合が依然県内市町村に比較し高い状況や、青壮年期では、望
ましい生活習慣を持つ人の割合が低いこと、少子高齢化や核家族化、担い手不足、新型コロナウイルス感染症の影響
などにより、社会や地域とのつながりが弱まりつつあるなどの課題があります。
　このような市民の健康に関する課題を踏まえ、今後の健康づくり運動をさらに推進する行動計画として「健康たかおか
スマイルプラン」（令和６年度～11年度）を策定し、市民の皆さんとともに健康づくりを推進しています。

◆基本理念

　心身の健康を保持・増進するためには、社会とのつながりをつくることが大切です。人と人とのつながりや地域の組
織や団体間のつながりを築き、深め、支え合うことができるよう取組を進めます。
　ストレス社会といわれる現代では、個人に対する取組を進めるとともに、職域全体で仕事と生活の調和がとれた働
き方を推進できる環境づくりを進めます。

○  早世の予防及び生活習慣病予防、介護予防をより一層推進し、健康寿命の延伸を目指します。

◆基本方針

　(1)健康づくり事業

　市民・企業・関係団体・行政のパートナーシップで健康づくりに取り組む姿勢を表し、年齢・性別・病気や障がいの
有無に関係なく全ての人が、よりいきいきと積極的な生き方ができるまちを目指します。

〇生活習慣病の重症化予防

　「栄養・食生活・飲酒」、「身体活動・運動」、「休養・睡眠」、「喫煙」、「歯・口腔の健康」の項目ごとに目標値や具体
的取組方法を示し、生活習慣病予防に取り組みます。

〇社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上

◆基本目標

○  人々が自然に健康になれる環境と、それらに誰もがアクセスできる基盤の整備や、社会とのつながりといった環
境の質の向上を目指します。

○  平均寿命の伸びを上回る健康寿命の伸びを目標とし、不健康な期間が短縮することを目指します。

〇望ましい生活習慣の確立と生活習慣病の発症予防

　三大生活習慣病（がん、心疾患、脳血管疾患）による死亡者が死亡者全体の半数以上を占め、国・県と比較し、が
ん、脳血管疾患の死亡率や糖尿病の有所見者割合、喫煙率が高い等の状況がみられます。「がん」、「循環器疾
患」、「糖尿病」、「慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）」の項目ごとに発症予防及び、早期治療や治療継続による重症化
予防を図ります。

〇住む人が健康になるまちづくり

　生活習慣病の予防のためには、日ごろから自分自身の健康状態に関心を持ち、健康管理を行うことが重要です。
健康づくりに取り組むことは個人の努力だけでは限界があり、個人の行動を後押しする社会環境からの働きかけを
進めます。
　また、行政内部・官民の連携を図り、幅広い社会資源を活かした取組を進めます。

〇今を未来につなぐライフコースアプローチ

　人生100年時代が本格的に到来するにあたり、胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康
づくり(ライフコースアプローチ)の重要性が高まっています。
　例えば、胎児期から乳幼児期(就学前)には、妊婦をはじめ周囲の大人の生活習慣が、その後の子どもの健康に
大きな影響を与えます。また、学齢期(小学校から高校生相当)の子どもの生活習慣や健康状態は、成長して青壮年
期を迎えた際の健康状態、さらには次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があります。
　ヘルスリテラシー※の向上や適切な食・運動習慣の継続など、生活習慣の改善が将来的な生活習慣病の罹患リス
クの低減につながることから、これらを踏まえた取組を進めます。

「みんなでつくろう　すべての人が健やかで心豊かに　いきいきと暮らすまち　高岡」

「健康寿命の延伸」と「誰もが健康行動にアクセスしやすい社会環境の構築」
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（ｴ）

R4

3

食育や生活習慣病予防

スポーツ関係団体の代表者

R4

R5

商工及び農業関係団体の代表者

(ｱ)

ア　委員構成（委員　18名)

（ｲ）

（ｳ）

   健康づくりに関する施策を総合的に推進し､健康で豊かな市民生活の実現を図ることを
目的に「高岡市健康づくり推進協議会｣が設置されています。協議会では、健康づくり事
業の企画立案、健康づくりに関する施設の整備及び保健業務体制、保健衛生関連組織
の強化育成及び健康づくり事業の啓蒙普及に関することを協議しています。

35

（ｵ）

保健医療及び保健衛生関係団体の代表者

社会福祉及び社会教育関係団体の代表者

区　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　容

保健対策推進事業

学識経験者

高岡市健康づくり推進協議会　(高岡市健康づくり推進協議会規則)

回数

1

3

参加者数

13

イ　任期　　　令和６年４月１日～令和８年３月31日

ウ　開催状況                           （単位：回、人）

栄養改善事業
（食生活改善推進員の
養成・活動支援）

・食生活改善推進員養成講座

内容

　食生活改善や健康づくりのための知識技術についての教育を実施し、食生活改善推進
員として地域組織活動を推進する指導者を養成しています。

（単位：回、時間、人）

5

56

R5 10 28 16

・食生活改善推進員研修会

5

（単位：回、人）

教育時間　 修了者

10 28 9

教育回数　

回数 参加者年度

　食生活改善推進員が組織的、継続的に地区活動を進めるために、研修会を実施して
います。

R3

R4

3

65

R5

2R4高齢者の食生活

R5 2 35

35

年度

年度

67

（ｶ） 関係行政機関の職員

R3

88
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内　　　　　　　　　　　　　容

地域ぐるみで取り組む
健康づくり事業

高岡市健康づくり推進懇話会

  「健康たかおかスマイルプラン｣に掲げる市民と一緒に取り組む健康づくりを効果的に推進
するため、地域健康づくり推進懇話会及び健康づくりボランティア団体等が相互に交流を
図り、連携をとりながら健康づくり事業を展開しています。

　「高岡市食生活改善推進員養成講座」を修了後、市民の健康の保持増進や生活習慣病
予防を推進するために、市内35地区で正しい食生活の普及を主にした健康づくり活動を
行っています。

R4年度

区　　　　分

地域健康づくり推進懇話会の開催 182 2,535

2,348

子育て支援・公民館祭等での健康づくりの周知 3,208

イ　活動内容

（単位：回、人）

・食生活改善推進員活動

健康づくりに関する研修会

高岡市健康づくり推進懇話会の開催

123

123

地域健康づくり推進懇話会活動

2,225

（単位：回、人）

500

254

4,738

自治会単位に配置され、市民参加型の自主的保健活動を目指し、「健康づくり推進懇話
会」が中心になり、地域の特性を活かした健康づくりを推進しています。

がん検診､健康診査等の受診勧奨と協力

健康づくり推進員数　　第14期(令和６年度・7年度)　1,306名

回数

139

（単位：回、人）

2,346

回数

・　28地区における健康づくり推進員活動

2 152

3

2

6

4

551

回数

ア　食生活改善推進員数　490名　　　　　　　（令和5年度）

500

事　　　　業　　　　内　　　　容 回数 協力者数

207

R5年度

　　全体研修会・活動発表会

121

78

152

内　　　　　　　　　　　　　　容

健康教室、歩こう会の開催

栄養改善事業
（食生活改善推進員の
養成・活動支援）

   28地域健康づくり推進懇話会の代表者、母子保健推進員協議会･食生活改善推進協議
会･ヘルスボランティア協議会･環境保健衛生協会･地域女性ネット高岡の代表者

1,322

　　スーパー等での食育活動

　　地区食育講習会

参加者数

・　構成メンバー

参加者数

参加者数

3
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10R4

延参加者数

R５年度

回数

24,701

回数

21

21

ア　ヘルスボランティア数　316名　　　　　　　（令和５年度）

19,751

ヘルスボランティアの養
成・活動の支援

ヘルスボランティア養成講座

　市民の健康の保持増進や疾病予防を積極的に推進するため､健康づくりの担い手として､
地域の原動力となるヘルスボランティアを養成しています。
　講座は､健康管理についての講義および実技、ボランティア活動を理解するための学習を
中心に行っています。

区　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　容

　･福祉・介護施設への協力

　･敬老会、筋力アップ教室、ふれあいサロンへの協力

地区活動

学習会・研修会

1,474

7

　・チャレンジ！仲間で楽しく歩数アップ事業

1,330

8 555

　･学習会の開催　　　　　　

　･自治会、婦人会等の行事への協力

　･公民館事業への協力

24

年度

　・乳がんセルフチェックシートの配付（保育園・幼稚園・地区イベント等）

10

10

教育時間　

　･地区健康教室、歩こう会の企画・運営

　（主な地区活動内容）

　・がん検診受診啓発グッズの配付

　・がん検診や健診の受診の声かけ

イ　活動内容

ヘルスボランティア活動

  「高岡市ヘルスボランティア養成講座」を修了後、市民の健康の保持増進や疾病予防を
推進するために、地域で運動普及を主にした健康づくり活動を行っています。

R４年度

466

延参加者数

R5

修了者

（単位：回、時間、人）

教育回数　

（単位：回、人）
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（単位：人、％）

（単位：人、％）

精検

25

受診率

90.6

受診者

355

206

33.2

精検

イ 肺がん（40歳以上)　　　 令和４年度は確定数、５年度は概数

357

33.4

検　診　結　果

556189

18

31,316

30.430,329

10,012

要精検

392

受診率

（単位：人、％）ア 胃がん（40歳以上の偶数年齢の人)　令和４年度は確定数、５年度は概数

R4

（がん検診受診状況）

1,1884,659

検　診　結　果 精検

93.5

受診者

93.4

R5

34.6

（検診内容）

　･ 肺がん検診：胸部Ｘ線検査及び喀痰細胞診（65歳以上の人は結核健康診断と併せて実施）

　･ 乳がん検診：マンモグラフィ検査（乳房Ｘ線撮影)

年
度

精検

13

10,419

784

R5

２年間の受診率＝（「前年度の受診者数」+「当該年度の受診者数」-｢前年度及び当該年度における２年連続受診者数」）

年
度

対象者数

受診率

501

87.7

10,355

80.9

異常なし

81.86419,571

12

精検

10,446

407

発見がん
異常なし

R4

30,983

受診者数

10,838

要精検

R4

年
度

9,25110,040

5362,935

受診者

34.1

受診率

595

638

精検

30,233

4,774 2,873

÷「当該年度の対象者数（対象者は年1回行うがん検診と同様）」×１００

　(2)がん検診

　　がんの早期発見､早期治療により、がんによる死亡を減少させることを目的として、胃・肺・大腸･乳・

　子宮・前立腺がん検診を実施しています。（健康増進法第19条２項及びがん対策基本法)

要観察

　･ 胃がん検診：胃部Ｘ線検査又は胃内視鏡検査の選択

　･ 大腸がん検診：便潜血反応検査（２日法)

　･ 前立腺がん検診：前立腺特異抗原（PSA)検査（血液検査）

要精検 受診率異常なし

・ 子宮がん検診：20歳以上の偶数年齢の女性

・ 前立腺がん検診：60歳の男性

･ 集団検診方式（胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診）　 

ウ 大腸がん（40歳以上)　　令和４年度は確定数、５年度は概数

31,002 29.9

789

30,522

　市内指定医療機関等で実施

　･ 子宮がん検診：視診､内診、子宮頸部又は子宮頸体部の細胞診

（対象者）　職場等他で検診を受ける機会のない人

２年連続
受診者

数

受診率は２年間の受診率で算出。

・ 胃がん検診：40歳以上の偶数年齢の人

・ 肺・大腸がん検診：40歳以上の人

・ 乳がん検診：40歳以上の偶数年齢の女性

発見がん

241,306

　検診車が各地区の施設等を巡回して実施

･ 医療機関検診方式（胃・肺・大腸・乳・子宮・前立腺がん検診）

25

受診率
検　診　結　果

R5

（検診方法）

発見がん対象者数 受診者数

対象者数

受診者数
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オ 子宮がん（20歳以上の偶数年齢の女性)　 令和４年度は確定数、５年度は概数

R5

2年連続
受診者

数

82

88

精検
受診率

100.0

25.6

２年連続
受診者

数

74

カ 前立腺がん(60歳の男性）       令和４年度は確定数、５年度は概数

273

受診率

（単位：人、％）

31

15

0

30.2

要観察
(要治療
含む)

発見がん

3,709

68

3,578

144

25

受診率

77

1

精検

0

8,327 1

0

（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律５３条の２　３項）

83 32.1

受診者

20,438

　65歳以上の人を対象に､肺がん検診と併せて検診車で各地区の施設等を巡回して行う集団検診

方式と医療機関検診方式により実施しています。

R5

R4 8,63920,955 41.2

R4

年度

8,283

年
度

485

要精検

30.34,08827,418

（結核健康診断受診状況）

異常なし

精検検　診　結　果年
度

受診率

92.1

18,088

受診者
数

R4 28,163

受診率は２年間の受診率で算出。

3,015

対象者数

93.8

1

2

受診者

135

精検
受診者

÷「当該年度の対象者数（対象者は年1回行うがん検診と同様）」×１００

11

受診率

÷「当該年度の対象者数（対象者は年1回行うがん検診と同様）」×１００

100.0314,289

受診率は２年間の受診率で算出。

R5

対象者数 受診者数

258

50.0

5

精検
対象者 受診率

検診結果

356

受診者

322

328

要精検

検　診　結　果

25

7,958

要精検

6

異常なし

異常なし

２年間の受診率＝（「前年度の受診者数」+「当該年度の受診者数」-｢前年度及び当該年度における２年連続受診者数」）

40.7

33.1 164

83.3

369

82

受診者異常なし

3,177

年
度

33.7

549

2,871

要精検

151

70

3,01318,527

エ 乳がん（40歳以上の偶数年齢の女性)    令和４年度は確定数、５年度は概数

対象者数
受診率

受診者数
精検

（単位：人、％）

２年間の受診率＝（「前年度の受診者数」+「当該年度の受診者数」-｢前年度及び当該年度における２年連続受診者数」）

検　診　結　果

R4

（単位：人、％）

生きがいを感じながら尊厳をもって暮らすことができるよう、がん患者が補正具を購入した場合の費用の一部

年度 ウィッグ 乳房補正具

肺結核

発見がん

発見がん

（単位：人、％）

を助成しています。

3R5

精検

R5 74 9

(件)助成金交付状況

（がん患者アピアランスケア助成事業）

　がん治療による外見の変化によって受ける心理的な苦痛を軽減し、治療と就労等の社会参加の両立を促し、
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　　健康手帳は､健康診査の記録､その他健康の保持のために必要

　な事項を記載し、自らの健康管理と適切な医療の確保に役立てて

主な健康教育の実施状況

R5年度

　年間396回

区　　　　分

　（3)健康増進事業

（健康増進法第17条１項)

健康手帳

内　　　　　　　　　　　　　容

　健康づくりや生活習慣病の予防、早期発見・早期治療を目的に健康診査や健康相談、健康教育、

訪問指導等を実施しています。

　16,513人

健康教育

（健康増進法第17条１項)

 　　日常の生活における健康管理に役立てるため、心身の健康に関する

　知識の普及と疾病予防のための教室を行っています。

延参加者数

68

2 204

  もらうために利用を促しています。

　　平成30年度より手帳の交付は、原則として対象者による厚生労働

　省ホームページからのダウンロードによるものとなりました。

　保健センター､ふれあい福祉センター、

開催回数

参加人数

場  　　所

実施回数

　コミュニティセンター、地区公民館等

健康増進 23 712

内  　　容

（単位：回、人）ア　テーマ別実施状況

　医師･歯科医師･薬剤師・保健師･栄養士・ヘルスボランティア
等を講師として健康教室､講演会､学習会等を行っています。
　また、地域住民、市民団体、企業等の要望により、「健康づく
り出前講座」を実施するほか健康機器や教材等の貸出しを行
い、広く普及・啓発を行っています。

テーマ

食生活改善 7

運動普及 3 185

651

がん予防

高齢者の健康管理（介護予防） 22 432

4 307

歯と口の健康

心の健康

30 2,411

薬の正しい飲み方、感染症予防 3
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区　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　容

研修会を実施しています。

健康ポータルサイトアクセス数（延）

　市民やボランティアの人を対象に、市の健康課題を踏まえた講座や

イ　市民講座、健康づくり推進員等ボランテイアを対象とした研修会等

健康づくり功労者表彰、
特別講演「長く口から食事
をとり続けるために」、
健康づくりに関する展示及
び体験

市民健康
フォーラム

1

104

実施回数 延参加者数

R5年度

　まちづくり活動に対する市民意識を促しています。

年度

ウ　呉西圏域ポイントサービス事業

　　平成30年10月から呉西圏域6市が共同し、健康への関心が薄い人も

講座名 内容

糖尿病についての講義、
栄養講義、グループワー
ク、運動と食事のカロリー換
算

働く男性の運動
教室

１クール：４回
２クール：４回
講義及び運動実技

39

ゲートキーパー
養成講座

自殺ハイリスク層である高
齢者や震災後の地域住民
に関わる機会の多い福祉
活動員や民生委員・児童
委員を対象に実施した。
講義「相談場面での上手な
声のかけ方、話の聴き方」

2 58

8

（単位：回、人）

各健康ウォーキングミッション（６市）の応募者数

1,281

　ングコースを歩くミッションとし、達成した方に呉西6市の特産品を抽選で

　プレゼントしています。圏域住民の交流の増加を期待するとともに、各種

　含めた多数の市民が楽しみながら健康づくりに取り組むきっかけをつくる

172

　ことを目的に開始しました。令和３年度から呉西6市の代表的なウォーキ

糖尿病予防
教室

4

（単位：人）

5,253R5

健康教育

（健康増進法第17条１項)
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内容 　・総合健康相談

　・重点健康相談

区　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　容

   場所　　 保健センター

R5

公認心理師による相談

　応じています。保健師による相談は随時、公認心理師による相談は

　年６回実施しています。
（単位：人）

19

年度

R4

保健師による相談

128

延参加者数

291

376

371

1,028

延参加者数

5218

面接相談

9

7

面接相談 電話相談

19 90

（自殺対策基本法）

（健康増進法第17条１項)

健康相談

心の健康相談

60

※令和５年度は、376回のうち74回、1,028人のうち367人は避難所での健康相談

　高血圧、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病等、日常

　生活に助言が必要な人を対象に、医師、保健師、管理栄養

　士等が、個人に適した健康管理方法に関する保健指導を行う。

　心身の健康に関する個別の相談に応じ、総合的な指導・助言を行う。

　　生活習慣病の予防及び健康の保持増進を図るため、心身の健康に

（単位：回、人）

健康相談の実施状況

（単位：回、人）

年度

　関する個別の相談に応じ、必要な保健指導を実施しています。

   

25

R4

R5

実施回数

年度

R4

R5

イ　重点健康相談

（健康増進法第17条１項)

　　保健センターにおいて、こころと身体の変調を感じている人の相談に

ア　総合健康相談

実施回数
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28.0

0

最終評価
実施者数

1

0

R4

1

2

0

2

467

16.8

判定結果
「陽性｣

93

513

562

1,757

節目
40歳

60歳

受診率

節目
40歳

60歳

1,831

年度 種別 対象者数

R4

R5

3,573

3,427

　に治療を受けることで、肝硬変や肝がんといったより重篤な疾病の進行

131

3

2

対象者数

555

3.7

5.3

17.8

26.6

100

受診者数

1

3

R5

180

支援区分

積極的支援

動機付け支援

積極的支援

動機付け支援

2

0

03

受診率

中断者数

0

（単位：人、％）

0

　対象者　　40・45・50・55・60・65・70歳の人

初回面接
実施者数

18.4

年度

年度

R4

3

4

3

対象者数

35

15.4

受診者数

　康診査を実施し、保健指導を行います。

（単位：人、％）ア　健康診査

受診率対象者数

内　　　　　　　　　　　　　容

（肝炎対策基本法)

肝炎ウイルス検診

受診状況と判定結果

ア　Ｂ型肝炎ウイルス検診

受診者数

R4

R5

　　高齢期に自分の歯を十分に保持し、食べる楽しみを享受して豊かな

イ　保健指導

　しています。

　人生を送ることができるように、歯の喪失を予防することを目的に実施

　　自覚症状がないことが多い肝炎感染者を早期に発見し、適切な時期

（単位：人、％）

年度

健康増進法に基づく

健康診査

（健康増進法第19条２項)

（健康増進法第19条２項)

歯周病検診

区　　　　分

R5

214

190

33

（単位：人）

（健康増進法第19条２項)

対象者　　40歳と60歳の節目年齢の人

　を遅延させることを目的としています。　

　　生活保護受給者等の医療保険未加入者を対象に、40歳以上75歳未

　満は特定健康診査に準じ、75歳以上は後期高齢者の健診に準じて健

158



保健師､看護師、管理栄養士等

実施状況 （単位：人）

区　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　容

肝炎ウイルス検診

（健康増進法第19条２項)

（肝炎対策基本法)

425 432

28.1

担当者

「感染している可
能性が極めて高
い｣と判定された人

691要指導者

48

0

対象者

444

16.8

（単位：人、％）

515

実人数

節目
0

延人数

・　健康診査の結果等から生活習慣病の予防に関する

実人数

60歳

62

380

　保健指導が必要な人

R５年度

市内に居住する者で保健指導の必要な者及び希望者

620

1

・　関係機関から依頼のあった人 等

40歳

がん検診受診勧奨

1,831

0

4862

0

延人数

691 650

精神保健

444380

93

26.6

R5

0

指　導　区　分
R４年度

節目

年度

R4
60歳

種別

9940歳

対象者数 受診者数

555

イ　Ｃ型肝炎ウイルス検診

562

1,757 468

17.6

受診率

0

0

生活習慣病予防

訪問指導

（健康増進法第17条1項)

　　健康に関する問題を総合的に把握し、必要な保健指導を行い、生活習慣病

　予防及び健康の保持増進を図ることを目的として実施しています。

R5 1

骨髄バンクドナー助成事業

　助成金交付状況

　公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄バン
クドナーとして骨髄または末しょう血幹細胞の提供を行った方や、自己都合以外
の理由によって提供が中止された方に対し、助成金（１日２万円（上限７日間：14
万円））を交付しています。

閉じこもり予防 0 0 1 1

年度 件数（件）

災害 - -
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R5

（単位：人）

年度

※令和５年度からは、連続者（２年以上連続して対象となった者）の数を含めて計上

R4

R5

　 評価を実施しています。

　 な支援（面接・電話等）を行い、１年後に生活習慣改善状況や血液データ等の

年度

R4

実人数

ア　糖尿病未治療者への受診勧奨・保健指導

　値や行動変容等を確認し、生活習慣改善状況等の評価を実施しています。

R4 21

実施状況

021

対象者

のデータ（HbA1c、尿蛋白、eGFR）により抽出した糖尿病性腎症

の可能性の高い者（40～74歳）

10

初回面接実施者

R4

重症化予防を目的に受診勧奨や保健指導を実施しています。

年度 中断者数継続支援中
最終評価
実施者

中間評価
実施者

0

保健師、管理栄養士等

　　　 HbA1c6.5％以上の者に対し、郵送による受診勧奨の３か月後に治療状況

　　を確認し、未治療の場合は、訪問・電話等により受診勧奨・保健指導を行って

　　　医療機関と連携し、主治医からの依頼及び指示に基づき、１年間の継続的

025R5 15

　　います。

24

21

初回面接
実施者

0

　教室を取り入れています。

　　初回面接から1～2か月後に中間評価、3～6か月後に実績評価として、検査

134 71

　イ　積極的支援

　　初回面接による支援を行い、その後、3か月以上の継続的な支援を行って

対象者

（単位：人）

R5

中断者数

0 3153

　います。継続的な支援では、電話や手紙による支援のほか、栄養教室や運動

156

63

特定保健指導

（高齢者の医療の確

　ア　動機づけ支援

年度

担当者

　を自ら設定、実行して行動変容できるよう支援しています。

　実施状況

保健師､管理栄養士、看護師

（単位：人）

継続支援中

（4)国民健康保険の保健事業

最終評価実施者

動機づけ支援：40～74歳　　　積極的支援：40～64歳

　保に関する法律）

糖尿病性腎症重症
化予防事業

区　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　容

　　特定健康診査の結果から生活習慣病の危険因子に応じて階層化し、予防

　効果が期待できる人を対象に生活習慣改善の必要性を認識し、行動目標

　　初回面接と3～6か月以上経過後に行う実績評価を行っています。

担当者

　適切な治療と望ましい生活習慣の確立による糖尿病性腎症の早期発見・

糖尿病未治療者及び糖尿病治療中の者のうち、特定健康診査

（単位：人）

38

37

初回面接者

3

4

継続支援者（延人数）

32

15

イ　糖尿病治療中の者への保健指導
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1月1日

1月2日

休
　
　
祝
　
　
日
　
　
等

　  生命を保持するため設置され､初期･２次救急医療体制に関することや広報活動について協議しています。
　  

1月3日

５．健康危機管理・防疫

　　づき病原体に汚染された場所の消毒に関する事業等を実施します。

　　　 高岡地区（高岡市･射水市･氷見市）における救急医療体制の確立と円滑な運営を図り、地域住民の健康と

　　　食中毒やインフルエンザなど感染症の予防に関する啓発を行っています。また、知事の指示書に基

区　分

　　　　　　　　　　 　   　　　         　   に掲示するほか、テレフォンサービスで案内しています。)

救急医療

12月30日

平
日

土
曜
日
含
む

　(3)高岡地区救急医療対策協議会

19:00～23:00

４．救急医療

　休日､夜間の時間外の救急医療体制に関する事業を実施しています。

　(1)高岡市急患医療センター　　　 高岡市本丸町7番1号　　℡　25-7111

　　　　　　　　　　　　　   　            　(午後11時以降は､その日の当番二次救急病院名を急患センター前

　(2)高岡市の救急医療体制　　　

救急医療
時　間

３次

在宅当番医制診療急患医療センター診療

小児科･外科

※ 12月29日

２次

公
的
病
院
の
病
院
群
輪
番
制
に
よ
る
2
次
救
急
医
療
体
制

8月16日

8月15日

初　期　救　急　医　療

1月2日

含む。

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

に
よ
る
3
次
救
急
医
療
体
制

金
沢
医
科
大
学
氷
見
市
民
病
院

のみ 厚
生
連
高
岡
病
院

内科･小児科･外科

※

内科･小児科･外科

8月15日

12月30日

12月29日

高
岡
市
民
病
院

厚
生
連
高
岡
病
院

済
生
会
高
岡
病
院

射
水
市
民
病
院

夜間

昼夜間 9:00～23:00
※ 含む。

12月29日

昼間

8月16日

9:00～17:00

（ただし､内科

12月31日

1月1日

   産婦人科･眼科

※

は､9:00～

　　　　19:00)

J
C
H
O
高
岡
ふ
し
き
病
院

1月3日

   内科･小児科･外科

12月31日
含む。

   耳鼻咽喉科･皮膚科
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